
宇都宮市セーフティネット専用住宅及び居住サポート住宅に関する 

補助金交付要綱 

 

  第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 市の交付する宇都宮市セーフティネット専用住宅及び居住サポート住宅に

関する補助金については，住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律（平成１９年法律第１１２号。以下「法」という。），住宅確保要配慮者に対

する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成２９年国土交通省令第６３

号。以下「省令」という。），公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱（平成１８

年国住備第１３２号住宅局長通知。以下「国要綱」という。）及び宇都宮市補助金等

交付規則（昭和４１年規則第２２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，

この要綱の定めるところによる。 

 

 （目的） 

第２条 この要綱は，セーフティネット専用住宅及び居住サポート住宅に係る家賃及

び家賃債務保証料等の低廉化について，その経費の一部を補助することにより，住

宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を促進し，もって住宅確保要配慮者の住生

活の安定及び向上並びに市の住宅セーフティネット制度の構築に寄与することを

目的とする。 

 

 （用語の定義） 

第３条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

 ⑴ 住宅確保要配慮者 法第２条第１項各号，省令第３条各号及び栃木県賃貸住宅

供給促進計画において定める者のいずれかに該当する者をいう。 

 ⑵ セーフティネット専用住宅 国要綱第３第１０号に規定する住宅確保要配慮

者専用賃貸住宅をいう。 

 ⑶ 居住サポート住宅 国要綱第３第１１号に規定する居住安定援助賃貸住宅を

いう。 

 ⑷ 賃貸人 セーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅を賃貸する者をい

う。 

 ⑸ 所得 公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号。以下「施行令」という。）

第１条第３号に規定する収入をいう。 

 ⑹ 家賃債務保証 セーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅の入居者の

委託を受けた者が，賃貸借契約に基づき当該入居者が負担すべき債務を保証する

ことをいう。 



 ⑺ 孤独死及び残置物に係る保険 セーフティネット専用住宅又は居住サポート

住宅の入居者の孤独死等に対する賃貸人等の不安を低減することを目的として，

次に掲げる損害のいずれかを補償内容として含む保険又はこれに類するものを

いう。 

  ア 残存家財の整理 

  イ 居室内の原状回復 

  ウ 空室となったことによる家賃損失 

 ⑻ 死後事務委任契約 セーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅の入居

者の委託を受けた者が，入居者の死亡後に残置物の処理を行うこと等に関する契

約をいい，第１０号に規定する費用は，次に掲げるものをいう。 

  ア 死後事務委任契約書の作成費用（司法書士，行政書士，弁護士への委託料等） 

  イ 死後事務委任契約に関する公正証書の作成費用 

 ⑼ 緊急連絡先の引受け セーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅の入

居者の委託を受けた者が，賃貸借契約時に求められる緊急連絡先を引き受けるこ

とをいう。 

 ⑽ 家賃債務保証料等 家賃債務保証料，孤独死及び残置物に係る保険料，死後事

務委任契約（残置物の処理に係るものに限る。）に係る費用並びに緊急連絡先引

受けに係る費用をいう。 

 

 （補助対象住宅の要件） 

第４条 家賃低廉化補助金及び家賃債務保証料等低廉化補助金の対象となる住宅（次

条から第４章までにおいて「補助対象住宅」という。）は，次の各号に掲げる全ての

要件（家賃債務保証料等低廉化補助金については第４号を除く。）を満たす住宅で

あること。 

⑴ 宇都宮市立地適正化計画において定める居住誘導区域内に所在するセーフテ

ィネット専用住宅又は居住サポート住宅であること。 

⑵ セーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅として管理を開始してから

１０年（家賃低廉化補助金及び家賃債務保証料等低廉化補助金の総額が限度額の

１０年間分を超えない場合にあっては２０年）以内であること。 

 ⑶ 家賃の額が，近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない水準以下であること。 

 ⑷ 入居者の選定方法その他賃貸の条件が次のアからウまでに定める基準に準じ

て，適正に定められるものであること。 

  ア 賃貸人は，入居者を原則として公募し，抽選その他公正な方法により選定す

ること。 

  イ 賃貸人は，入居者が不正な行為によって入居したとき又は入居者若しくは同

居者が宇都宮市暴力団排除条例（平成２３年条例第３７号。以下「暴力団排除

条例」という。）第２条第３号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

及び同条第５号に規定する密接関係者（以下「密接関係者」という。）であるこ



とが判明したときは，賃貸借契約を解除することを当該契約の条件とすること。 

  ウ 賃貸人は，次に掲げる場合を除くほか，入居者から権利金，謝金等の金品を

受領し，その他の入居者の不当な負担となることを賃貸借契約の条件としない

こと。 

   (ア) 毎月その月分の家賃を受領する場合 

   (イ) 家賃の３月分を超えない額の敷金を受領する場合 

   (ウ) 高齢者の居住の安定確保に関する基本的な方針（平成２１年厚生労働省・

国土交通省告示第１号）三に規定する高齢者居宅生活支援サービスの対価と

して金銭を受領する場合 

   （エ） 終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払い金として一括し

て受領する場合（高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第

２６号）第５２条の認可を受けた場合に限る。） 

 ⑸ 賃貸人が暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」とい

う。），暴力団員及び密接関係者でないこと。 

 

   第２章 入居者 

 

（家賃低廉化補助金，家賃債務保証料等低廉化補助金対象住宅の入居者の要件） 

第５条 補助対象住宅の入居者は，当該入居者及び同居者（以下この章から第４章ま

でにおいて「入居世帯」という。）について次の各号に掲げる全ての要件（家賃債務

保証料等低廉化補助金については第２号及び第３号を除く。）を満たすものとする。

ただし，市長が特別な事情により入居を認めた場合は，この限りでない。 

 ⑴ 入居世帯の所得が，１５万８千円以下であること。ただし，令和１１年３月３

１日までに家賃低廉化補助金が開始される次のアからウまでに掲げるものの所

得については，当該アからウまでに定める金額であること。 

  ア 国要綱第４第４項第１号ロ⑶①に規定する入居世帯であって，家賃低廉化の

期間が６年以内のもの １５万８千円超２１万４千円以下 

  イ 国要綱第４第４項第１号ロ⑶②に規定する入居世帯であって，家賃低廉化の

期間が６年以内のもの １５万８千円超２５万９千円以下 

  ウ 国要綱第４第４項第１号ロ⑶③に規定する入居世帯であって，家賃低廉化の

期間が３年以内のもの １５万８千円超２１万４千円以下 

 ⑵ 前号に規定する入居世帯が入居する補助対象住宅の床面積の規模が４０平方

メートル以上であること。ただし，入居世帯が子（１８歳に達する日以降の最初

の３月３１日までの間にある者）を養育している者が１人及び子が少なくとも１

人属する世帯である場合は，この限りでない。 

 ⑶ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１４条に規定する住宅扶助又は生

活困窮者自立支援法施行規則（平成２７年厚生労働省令第１６号）第１１条第１

項第１号の規定による生活困窮者住居確保給付金を受けていないこと。 



 ⑷ 市税の滞納がないこと。 

 ⑸ 賃貸人の親族でないこと。 

 ⑹ 賃貸人が所属する法人等の職員及び従業員でないこと。 

 ⑺ 暴力団員でないこと。 

⑻ 補助対象住宅に住民登録すること。 

 ⑼ 住宅に困窮していること。 

２ 前項第１号に規定する入居世帯の所得の算定は，前年の所得（１月から５月まで

の申請は前々年の所得とする。）により行うものとする。ただし，補助資格確認申請

の時点で離職，廃業等により無職となっているときは，所得から就労に係る所得の

金額を除いて算定するものとする。 

 

 （補助資格の確認） 

第６条 新たに補助対象住宅に入居し，家賃低廉化又は家賃債務保証料等低廉化を受

けようとする者は，当該補助対象住宅に係る賃貸借契約を締結する前に，補助資格

確認申請書にその同一の世帯に属する者（以下「補助資格確認世帯」という。）に係

る次の各号に掲げる書類の原本又は写しを添えて，賃貸人又は家賃債務保証業者等

（以下「賃貸人等」という。）を経由して市長に提出しなければならない。ただし，

市長が公簿等により必要な情報を確認できる場合には，該当する書類の提出を省略

することができる。 

 ⑴ 直近の課税証明書（所得金額の内訳及び控除の内訳が記載されているもの） 

 ⑵ 市税完納証明書 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は，前項の規定に基づき補助資格確認申請書の提出があったときは，補助資

格確認世帯に属する者について第５条第１項各号に掲げる補助資格の有無（以下

「補助資格の有無」という。）及び次の表に規定する算定基礎額の区分（以下「算定

基礎額の区分」という。）を確認し，賃貸人等を経由して，補助資格確認通知書によ

りその確認結果を当該家賃低廉化又は家賃債務保証料等低廉化を受けようとする

者に通知するものとする。 

補助資格確認世帯の所得の合計額 算定基礎額 算定基礎

額の区分 

１０４，０００円以下 ３４，４００円 第１区分 

１０４，０００円を超え１２３，０００円以下 ３９，７００円 第２区分 

１２３，０００円を超え１３９，０００円以下 ４５，４００円 第３区分 

１３９，０００円を超え１５８，０００円以下 ５１，２００円 第４区分 

１５８，０００円を超え１８６，０００円以下 ５８，５００円 第５区分 

１８６，０００円を超え２１４，０００円以下 ６７，５００円 第６区分 

２１４，０００円を超え２５９，０００円以下 ７９，０００円 第７区分 

３ 前項の規定に基づき算出された補助資格の有無及び算定基礎額の区分について



は，前項の通知の日以後の最初の５月３１日までの間において適用する。 

４ 入居者は，翌年度も継続して家賃低廉化を受けようとするときは，継続して家賃

低廉化を受けようとする年度の４月３０日までに，賃貸人等を経由して，第１項に

規定する書類及び住民票の写しを市長に提出しなければならない。ただし，市長が

公簿等により必要な情報を確認できる場合には，該当する書類の提出を省略するこ

とができる。 

５ 市長は，前項の規定に基づき補助資格確認申請書の提出があったときは，補助資

格の有無及び算定基礎額の区分を確認し，賃貸人等を経由して，補助資格確認通知

書によりその確認結果を当該入居世帯に通知するものとする。この場合において，

第２項の表中「補助資格確認世帯の所得の合計額」とあるのは「入居世帯の所得」

と読み替えるものとする。 

６ 前項の規定に基づき算出された補助資格の有無及び算定基礎額の区分について

は，当該年度の６月１日から以後最初の５月３１日までの間適用するものとする。 

７ 第１項から第３項までに規定する補助資格確認の手続は，現に補助対象住宅に入

居する世帯が他の補助対象住宅に転居し，引き続き，家賃低廉化又は家賃債務保証

料等低廉化を受けようとする場合についても，同様とする。 

 

 （入居世帯に変更が生じるときの補助資格の確認） 

第７条 入居者は，出産，死亡，転入又は転出等により入居世帯に変更が生じるとき

は，速やかに，補助資格確認申請書にその変更となる者に係る次の各号に掲げる書

類の原本又は写しを添えて，賃貸人等を経由して市長に提出しなければならない。

ただし，市長が公簿等により必要な情報を確認できる場合には，該当する書類の提

出を省略することができる。 

 ⑴ 住民票の写し 

 ⑵ 直近の課税証明書（所得金額の内訳及び控除の内訳が記載されているもの） 

 ⑶ 市税完納証明書 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は，前項の規定に基づき補助資格確認申請書の提出があったときは，補助資

格の有無及び算定基礎額の区分を確認し，賃貸人等を経由して，その確認結果を補

助資格確認通知書により当該入居者に通知するものとする。 

 

   第３章 家賃低廉化補助金 

 

 （家賃低廉化補助金） 

第８条 市長は，予算の範囲内において補助対象住宅の入居者に家賃低廉化を行う者

に対し当該費用の一部について補助金を交付することができる。 

２ 家賃低廉化補助金は，入居世帯の所得が第５条第１項第１号に規定する額を超え

る場合には，行わない。 



 

 （補助金の額の算出） 

第９条 家賃低廉化補助金の額は，補助対象住宅の家賃から施行令第２条第１項（第

３号及び第４号を除く。）及び第２項に定める方法により算定する金額を控除して

得た額（当該額に千円未満の端数が生じた場合は，当該端数を切り捨てた額）に当

該補助対象住宅の管理月数を乗じて得た額とする。 

２ 前項の管理月数は，当該補助対象住宅に係る入居契約等による入居可能日（家賃

徴収の始期となる日をいう。）が月の初日であるときは，その月から，その日が月の

初日以外の日であるときは，翌月から当該年度末までの期間とする。 

３ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかの住宅に該当する期間は，管理月

数に含めないものとする。 

 ⑴ 空家住宅 

 ⑵ 入居世帯が第５条第１項各号に規定するいずれかの要件を満たしていない住   

  宅 

４ 入居者が死亡又は退去した場合における管理月数は，入居者が死亡又は退去した

日が月の初日であるときは前月まで，その日が月の初日以外の日であるときはその

日の属する月までとする。 

５ 第７条第２項に規定する入居世帯に変更が生じた際（前項の場合を除く。以下「事

実発生日」という。）に当該入居世帯の補助資格の有無及び算定基礎額の区分を確

認した結果，従前の家賃低廉化補助金の額に変更が生じる場合は，事実発生日が属

する月から家賃低廉化補助金の額に反映するものとする。 

６ 入居者が翌年度も継続して家賃低廉化補助金の交付を受けようとするときの管

理月数は，継続して家賃低廉化を受けようとする年度の４月から年度末までの間の

入居する期間とする。 

 

 （補助金の上限額） 

第１０条 １月当たりの家賃低廉化補助金の上限額は，戸当たり４万円とする。 

 

 （補助金の対象外） 

第１１条 補助対象住宅が第４条第４号ウ(エ)に規定する場合には，その家賃の全部又

は一部を前払金として一括して受領する額について家賃低廉化補助金の対象外と

する。 

 

 （補助金の期間） 

第１２条 家賃低廉化補助金の期間は，セーフティネット専用住宅又は居住サポート

住宅として管理を開始してから１０年（家賃低廉化補助金及び家賃債務保証料等低

廉化補助金の総額が次項に規定する上限を超えない場合にあっては２０年）以内と

する。 



２ 家賃低廉化補助金の総額の上限は，戸当たり４８０万円とする。ただし，家賃債

務保証料等低廉化補助金を交付する場合には，家賃低廉化補助金及び家賃債務保証

料等低廉化補助金の総額の上限は，戸当たり４８０万円とする。 

 

 （補助対象者） 

第１３条 家賃低廉化補助金の交付を受けることができる者は，次の各号に掲げる全

ての要件を満たすものとする。 

 ⑴ 補助対象住宅の賃貸人であること。 

 ⑵ 暴力団，暴力団員及び密接関係者でないこと。 

 

 （交付の申請） 

第１４条 家賃低廉化補助金の交付を受けようとする者（以下この条から第１７条ま

でにおいて「賃貸人」という。）は，賃貸借契約を締結する前に，家賃低廉化補助金

交付申請書に次の各号に掲げる書類の原本又は写しを添えて，市長に提出しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 家賃低廉化補助金明細書 

 ⑵ 口座振込依頼書 

 ⑶ 賃貸借契約書の案 

 ⑷ 第６条第１項に規定する書類 

 ⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は，前項の申請を受けたときはその内容を審査し，適正であると認めたとき

は，家賃低廉化補助金の交付を決定し，家賃低廉化補助金交付決定通知書によりそ

の旨を当該賃貸人に通知するものとする。 

３ 家賃低廉化補助金の交付の決定を受けた賃貸人は，翌年度も継続して家賃低廉化

補助金の交付を受けようとするときは，継続して交付を受けようとする年度の４月

３０日までに，家賃低廉化補助金交付申請書に第６条第４項に規定する書類及び家

賃低廉化補助金明細書を添えて，市長に提出しなければならない。 

４ 市長は，前項の申請を受けたときは，その内容を審査し，適正であると認めたと

きは，家賃低廉化補助金の交付を決定し，家賃低廉化補助金交付決定通知書により

その旨を当該賃貸人に通知するものとする。 

５ 市長は，第２項又は第４項に規定する審査の結果，適当でないと認めるときは，

家賃低廉化補助金不交付決定通知書により，当該賃貸人に通知するものとする。 

 

 （交付決定の変更） 

第１５条 家賃低廉化補助金の交付の決定を受けた賃貸人は，前条第２項又は第４項

の規定による交付決定後において，入居世帯の算定基礎額の区分の変更や補助対象

住宅の家賃の変更等により家賃低廉化補助金の額等に変更が生じたときは，速やか

に，家賃低廉化補助金変更交付申請書及び家賃低廉化補助金明細書を市長に提出し



なければならない。 

２ 前条第２項又は第４項の規定は，前項に規定する申請に係る通知について準用す

る。この場合において，同項中「家賃低廉化補助金交付決定通知書」とあるのは，

「家賃低廉化補助金変更交付決定通知書」と読み替えるものとする。 

 

 （実績報告兼請求） 

第１６条 家賃低廉化補助金の交付の決定を受けた賃貸人は，１か月ごとに又は複数

月まとめて，家賃低廉化に要した費用の実績を，家賃低廉化補助金実績報告書兼請

求書に賃貸借契約書の写し及び家賃低廉化補助金明細書を添えて，市長に報告しな

ければならない。 

２ 前項の報告は，３月３１日（土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する祝日の場合はその直前の開庁日）までに，しな

ければならない。 

 

 （額の確定等） 

第１７条 市長は，前条の報告があったときは，その内容を審査し，適正であると認

めたときは，家賃低廉化補助金の額を確定し，家賃低廉化補助金交付額確定通知書

により当該賃貸人に通知するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により補助金の額を確定したときは，当該賃貸人から規則第

１５条第３項の規定による書類の提出があったものとみなし，同条第１項の規定に

より，家賃低廉化補助金の支払を行うものとする。 

 

   第４章 家賃債務保証料等低廉化補助金 

 

 （家賃債務保証料等低廉化補助金） 

第１８条 市長は，予算の範囲内において，入居者に家賃債務保証料等の低廉化を行

う者に対し当該費用の一部について補助金を交付することができる。 

２ 家賃債務保証料等低廉化補助金の額は，入居時に生じる初回の家賃債務保証料等

の額とし，６万円を上限とする。 

３ 前項の額の算定においては，千円未満の端数を切り捨てる。 

 

 （補助対象者） 

第１９条 家賃債務保証料等低廉化補助金の交付を受けることができる者は，次の各

号に掲げる全ての要件を満たすものとする。 

 ⑴ 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 法第２０条第２項に規定する家賃債務保証業者 

  イ 法第４０条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人 

  ウ 保険業者 



 ⑵ 暴力団，暴力団員及び密接関係者でないこと。 

 ⑶ 家賃債務保証を行う者及び賃貸人が，入居者に保証人（当該家賃債務保証を行

う者を除く。）を求めないこと。 

 

 （交付の申請等） 

第２０条 家賃債務保証料等低廉化補助金の交付を受けようとする者（次条において

「家賃債務保証業者等」という。）は，家賃債務保証等の契約を締結した日から３か

月以内に，家賃債務保証料等低廉化補助金交付申請書兼請求書に次の各号に掲げる

書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

⑴ 家賃債務保証料等の契約書の写し 

⑵ 口座振込依頼書 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は，前項に規定する補助金交付申請書兼請求書の提出を受けたときは，規則

第１２条の規定により実績報告があったものみなす。 

 

 （交付の決定等） 

第２１条 市長は，前条の規定による申請があったときは，その内容を審査し，適正

であると認めるときは，家賃債務保証料等低廉化補助金の交付を決定し，家賃債務

保証料等低廉化補助金交付決定通知書により当該家賃債務保証業者等に通知する

ものとする。 

２ 市長は，前項の規定により補助金の交付を決定したときは，規則第１３条の規定

により補助金の額を確定したものとみなし，同条に規定する補助金の額の通知につ

いては，前項に規定する家賃債務保証料等低廉化補助金交付決定通知書によりなさ

れたものみなす。 

３ 市長は，第１項の規定により補助金の交付を決定したときは，当該家賃債務保証

業者等から規則第１５条第３項の規定による書類の提出があったものとみなし，同

条第１項の規定により，家賃債務保証料等低廉化補助金の支払を行うものとする。 

４ 市長は，第１項に規定する審査の結果，適当でないと認めるときは，家賃債務保

証料等低廉化補助金不交付決定通知書により，当該家賃債務保証業者等に通知する

ものとする。 

 

   第５章 交付の決定の取消し等 

 

 （交付の決定の取消） 

第２２条 市長は，交付決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは，

補助金の交付の決定及び交付額の確定を取り消すことができる。 

⑴ 規則若しくはこの要綱に違反し，又は市長の指示に従わなかったとき。 

⑵ 交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 



⑶ 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

２ 市長は，前項の規定による取消を行った場合は，補助金交付決定取消通知書によ

り，当該申請者に通知するものとする。 

 

 （補助金の返還） 

第２３条 市長は，前条第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合に

おいて，申請者の当該取消に係る部分について既に補助金が交付されているときは，

規則第１７条第１項及び第３項の規定により，当該補助金の全部又は一部の返還を

当該交付の決定を受けた者に対して，補助金返還命令書により期限を定めて当該補

助金の返還を求めることができる。 

２ 前項の規定により補助金の返還を命じられた者は，前項の命令書に記載のある期

限内に，規則第１８条の規定により当該補助金を市長に返還しなければならない。 

 

   第６章 雑則 

 

 （様式） 

第２４条 この要綱に規定する申請書等の様式は，別に定める。 

 

 （補則） 

第２５条 この要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項は，別に定

める。 

 

制定文（令和５年９月２９日宮住第７６８号） 

 令和５年１０月１日から適用する。 

改正文（令和６年３月２９日宮住第１１５３号） 

令和６年４月１日から適用する。 

   改正文（令和７年３月３１日宮住第１２７６号） 

令和７年４月１日から適用する。 

１ 令和７年３月３１日以前に改正前の第６条第１項に規定する補助資格確認申請

を行った者の同条第３項に規定する補助資格の有無及び算定基礎額の区分の適用期

間は令和８年９月３０日までとし，同条第４項から第６項までの規定は適用しない。 

２ 前項の規定によるものが，令和８年１０月１日以降も継続して家賃低廉化を受け

ようとする場合の補助資格の有無及び算定基礎額の区分については，改正後の第６条

第４項から第７項の規定を適用するものとする。 

改正文（令和８年３月１７日宮住第９４５号） 

令和８年４月１日から適用する。 


